
   

１月４日（金）は  
町・県民税４期分、国民健康保険税  
６期分の納期限です。  

雑紙はリサイクルできます。燃えるごみに混ぜないで！ 

 
 

新
年
を
祝
う
会
参
加

者
募
集
に
つ
い
て 

 

 
 

《
企
画
観
光
課
》 

平
成
三
十
一
年
の
『
新
年
を
祝
う

会
』
を
次
の
と
お
り
開
催
い
た
し
ま

す
。 皆

さ
ん
の
多
数
の
ご
参
加
を
お
待

ち
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
近
所
の
方 

や
ご
友
人
と
お
誘
い
合
わ
せ
の
上
、
お

気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。 

●
開
催
日
時 

 
 
 
 

平
成
三
十
一
年
一
月
八
日
（
火
） 

午
後
二
時
～ 

●
開
催
場
所 

 
 
 
 

鶴
田
町
国
際
交
流
会
館
ホ
ー
ル 

●
参
加
料 

二
千
円 

●
申
込
締
切
日 

 

十
二
月
十
日
（
月
） 

●
申
込
先 

会
費
を
添
え
て
企
画
観
光
課
ま
ち

づ
く
り
班
（
内
線
２
６
１
）
ま
で
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。 

あなたと町の情報ネットワーク ● ２０１８年１1 月３0 日  ４４９号 
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町
民
バ
ド
ミ
ン
ト

ン
大
会
参
加
者
を

募
集
し
ま
す 
 

《
教
育
委
員
会
》 

 

町
民
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
大
会
を
左
記
の

と
お
り
開
催
し
ま
す
。
用
具
も
貸
し
出
し

ま
す
の
で
、
初
心
者
の
方
も
大
歓
迎
で

す
。 

 

昼
食
を
ご
持
参
の
上
、
お
気
軽
に
ご
参

加
く
だ
さ
い
。 

●
開
催
日
時 

 

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
日
（
日
） 

 

開
会
式 

午
前
九
時
～ 

●
場
所 

鶴
田
町
体
育
セ
ン
タ
ー 

●
参
加
料 

無
料 

●
申
込
締
切
日 

 
平
成
三
十
一
年
一
月
十
一
日
（
金
） 

●
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先 

教
育
委
員
会 

社
会
教
育
班 

（
内
線
２
１
５
） 

 

編集と発行  ● 鶴田町企画観光課  ℡22-2111 内線 261 
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指
名
競
争
入
札
参
加

資
格
審
査
申
請
書

(

指
名
参
加
願
い)

の

受
付
に
つ
い
て 

 
《
総
務
課
》 

平
成
三
十
一
年
度
指
名
競
争
入

札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
（
指
名
参

加
願
い
）
の
受
付
を
左
記
の
と
お
り

行
い
ま
す
。 

●
受
付
期
間 

 

平
成
三
十
一
年
一
月
四
日
（
金
） 

～
二
月
二
十
八
日
（
木
） 

（
土
、
日
曜
日
お
よ
び
祝
祭
日
を
除
く
） 

●
様
式 

〈
建
設
工
事
・
建
設
関
連
業
務
〉 

 

中
央
公
共
工
事
契
約
制
度
運
用

連
絡
協
議
会
（
中
央
公
契
連
）
統

一
様
式 

※
建
設
工
事
に
つ
い
て
は
、
社
会
保

険
な
ど
（
健
康
保
険
、
厚
生
年
金

保
険
お
よ
び
雇
用
保
険
）
に
加
入

し
て
い
る
こ
と
が
条
件
と
な
り

ま
す
。（
適
用
除
外
を
除
く
） 

〈
物
品
〉 

 

町
独
自
様
式 

※
添
付
書
類
に
つ
い
て
は
、
総
務
課

人
事
行
政
班
で
交
付
し
て
い
る

要
綱
ま
た
は
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
内
の
「
入
札
関
係
」
を
ご
参
照

く
だ
さ
い
。 

(h
t
t
p
:/
/
w
ww
.
t
ow
n
.
ts
u
r
uta.

l
g
.
j
p
/s
y
o
uk
a
i
/s
y
o
uk
a
i
-gy

o

u
s
e
i
/sa

n
k
a.
h
t
ml) 

●
有
効
期
間 

 

平
成
三
十
一
年
五
月
一
日
～ 

平
成
三
十
二
年
四
月
三
十
日 

●
問
い
合
わ
せ
・
提
出
先 

 
総
務
課 

人
事
行
政
班 

（
内
線
２
７
７) 

 

犬
の
飼
い
主
の

方

へ
お
願
い 

 

《
町
民
生
活
課
》 

 

公
道
な
ど
に
お
い
て
、
犬
の
フ
ン

が
放
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
見
受

け
ら
れ
ま
す
。
飼
い
犬
の
フ
ン
の
始

末
は
、
飼
い
主
の
責
任
と
な
っ
て
お

り
ま
す
の
で
、
散
歩
な
ど
の
際
に
は
、

ビ
ニ
ー
ル
袋
な
ど
を
携
帯
し
、
持
ち

帰
っ
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し

ま
す
。 

●
問
い
合
わ
せ
先 

町
民
生
活
課 

く
ら
し
の
窓
口
班 

（
内
線
１
５
２
） 

  

就
学
援
助
費
支

給
制
度
を
ご
存

じ
で
す
か 

 

《
教
育
委
員
会
》 

鶴
田
町
に
住
所
を
有
し
、
鶴
田
町

立
の
小
・
中
学
校
に
在
籍
す
る
お
子

さ
ん
の
い
る
ご
家
庭
で
、
経
済
的
な

理
由
（
生
活
保
護
受
給
世
帯
相
等
の

困
窮
）
に
よ
り
教
育
費
の
負
担
が
困

難
な
ご
家
庭
の
た
め
に
、
学
用
品
費

な
ど
の
一
部
を
援
助
す
る
「
就
学
援

助
費
支
給
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。
詳

し
く
は
、
各
学
校
か
ら
配
布
さ
れ
る

チ
ラ
シ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

●
援
助
項
目 

学
用
品
費
・
給
食
費
・
修
学
旅
行

費
な
ど 

●
申
込
方
法 

現
在
の
在
籍
校
（
新
小
学
一
年
生

は
入
学
予
定
校
）
へ
、
十
二
月
七

日(

金)

ま
で
に
お
申
し
出
く
だ

さ
い
。 

な
お
、
所
得
額
な
ど
に
よ
り
、
該

当
に
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
り
ま

す
。 

●
問
い
合
わ
せ
先 

教
育
委
員
会 

学
務
総
務
班 

（
内
線
２
１
４
） 

山
道
弥
生
画
制

作
に
参
加
し
て

み
ま
せ
ん
か 

 

《
山
道
町
内
会
》 

 

鶴
田
町
山
道
町
内
会
で
は
、
毎
年
、

年
末
に
弥
生
画
を
制
作
し
、
町
内
の

闇
龗
（
く
ら
お
う
）
神
社
へ
奉
納
し

て
お
り
ま
す
。 

 

弥
生
画
と
は
、
約
二
十
種
類
の
穀

類
・
タ
ネ
を
使
い
、
貼
り
付
け
絵
を

描
き
、
国
土
安
穏
・
五
穀
豊
穣
を
願

っ
て
神
社
へ
奉
納
す
る
も
の
で
す
。 

 

興
味
・
関
心
の
あ
る
方
は
、
町
内

外
問
わ
ず
、
見
学
や
豆
付
け
作
業
な

ど
の
体
験
が
で
き
ま
す
の
で
、
ど
う

ぞ
お
気
軽
に
左
記
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。 

●
開
催
期
間 

 

平
成
三
十
年
十
二
月
三
日
（
月
） 

 
 

 
 

 
 

～
二
十
七
日
（
木
） 

 

午
前
九
時
～
午
後
三
時 

●
場
所 

 

山
道
文
化
セ
ン
タ
ー 

●
問
い
合
わ
せ
先 

山
道
町
内
会 

渋
谷 

☎
０
９
０
―
７
３
３
０
―
５
９
８
６ 

 

平
成
三
十
年
度
鶴

田
高
等
学
校
授
業

公
開
に
つ
い
て 

 

《
青
森
県
立
鶴
田
高
等
学
校
》 

 

本
校
で
は
、
生
徒
の
保
護
者
を
は

じ
め
、
関
係
す
る
多
く
の
方
々
に
広

く
日
頃
の
学
習
状
況
を
ご
覧
い
た

だ
き
た
く
、
授
業
を
公
開
す
る
こ
と

と
し
て
お
り
ま
す
。 

 

つ
き
ま
し
て
は
、
授
業
公
開
①
～

⑥
の
時
間
内
で
あ
れ
ば
、
い
ず
れ
の

時
間
帯
で
も
自
由
に
参
観
で
き
ま

す
の
で
、
ぜ
ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
。 

●
開
催
日
時 

 

平
成
三
十
年
十
二
月
十
二
日
（
水
） 

 

▽
受
付
（
随
時
） 

 

▽
授
業
公
開
①
（
一
校
時
） 

 
 

午
前
八
時
五
十
五
分 

～
九
時
四
十
五
分 

 

▽
授
業
公
開
②
（
二
校
時
） 

 
 

午
前
九
時
五
十
五
分 

～
十
時
四
十
五
分 

 

▽
授
業
公
開
③
（
三
校
時
） 

 
 

午
前
十
時
五
十
五
分 

～
十
一
時
四
十
五
分 

▽
授
業
公
開
④
（
四
校
時
） 

 
 

午
前
十
一
時
五
十
五
分 

～
十
二
時
四
十
五
分 

 



▽
授
業
公
開
⑤
（
五
校
時
） 

午
後
一
時
三
十
分
～
二
時
二
十
分 

▽
授
業
公
開
⑥
（
六
校
時
） 

午
後
二
時
三
十
分
～
三
時
二
十
分 

※
今
年
は
⑤
⑥
校
時
は
、
全
校
で
の

「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
成
果

発
表
会
を
行
い
ま
す
。 

●
場
所 

 

鶴
田
高
等
学
校
校
舎
内 

●
対
象 

 

在
校
生
の
保
護
者
、
近
隣
の
中
学

校
教
員
、
学
校
評
議
員
、
地
域
住
民 

●
そ
の
他 

 

来
校
の
際
に
は
受
付
（
職
員
玄
関
）

に
お
越
し
く
だ
さ
い
。 

●
問
い
合
わ
せ
先 

 

青
森
県
立
鶴
田
高
等
学
校 

教
務
部 

 

☎
０
１
７
３
―
２
２
―
３
２
５
１ 

 

東
北
地
区
国
立

大
学
法
人
等
職

員
業
務
研
究
会

に
つ
い
て 

 

《
東
北
地
区
国
立
大
学
法
人
等
職

員
採
用
試
験
実
施
委
員
会
採
用 

試
験
事
務
室
》 

東
北
地
区
内
の
国
立
大
学
法
人

等
で
働
き
た
い
方
向
け
の
研
究
会

で
す
。
先
輩
職
員
の
話
を
聞
く
こ
と

が
で
き
る
貴
重
な
機
会
で
す
の
で
、

国
立
大
学
法
人
等
に
対
す
る
理
解

を
深
め
て
い
た
だ
く
た
め
に
も
奮

っ
て
ご
来
場
く
だ
さ
い
。 

●
日
時 

平
成
三
十
年
十
二
月
十
五
日
（
土
） 

 

午
前
十
時
三
十
分
～
午
後
三
時 

 
（
開
場
午
前
十
時
二
十
分
） 

●
場
所 

 

東
北
大
学
川
内
北
キ
ャ
ン
パ
ス 

講
義
棟
Ａ 

 

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
川
内
四
一 

 

●
プ
ロ
グ
ラ
ム 

 

・
国
立
大
学
法
人
等
職
員
の
業
務

内
容
に
つ
い
て
の
概
要
説
明 

 

一
回
目 

午
前
十
時
三
十
分 

～
十
一
時 

二
回
目 

午
後
一
時
二
十
分 

～
一
時
五
十
分 

※
要
予
約
（
各
回
定
員
３
２
０
名
） 

 

・
先
輩
職
員
に
よ
る
座
談
会 

 
 

午
前
十
一
時
四
十
分 

 
 
 
 

～
午
前
十
二
時
四
十
分 

※
要
予
約
（
定
員
３
２
０
名
） 

・
先
輩
職
員
に
よ
る
個
別
相
談 

 

午
後
一
時
四
十
五
分
～
三
時 

・
各
国
立
大
学
法
人
等
に
よ
る
個

別
説
明 

午
前
十
時
三
十
分
～
午
後
三
時 

●
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先 

 

東
北
地
区
国
立
大
学
法
人
等
職

員
採
用
試
験
実
施
委
員
会
採
用

試
験
事
務
室 

☎
０
２
２
―
２
１
７
―
５
６
７
６ 

(http://www.bureau.tohoku.

ac.jp/shiken/) 

 

働
き
方
改
革
説
明

会
を
開
催
し
ま
す 

 

《
五
所
川
原
労
働
基
準
監
督
署
》 

五
所
川
原
労
働
基
準
監
督
署
で

は
、
事
業
者
を
対
象
に
、
時
間
外
労

働
の
上
限
規
制
や
年
五
日
の
年
次

有
給
休
暇
の
取
得
義
務
づ
け
な
ど

の
働
き
方
改
革
関
連
法
に
関
す
る

知
識
を
十
分
に
持
っ
て
労
務
管
理

を
行
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
や
、
各
種

支
援
策
の
案
内
を
目
的
と
し
た
説

明
会
を
開
催
し
ま
す
。 

●
日
時 

 

平
成
三
十
年
十
二
月
十
日
（
月
） 

午
後
二
時
～
三
時
三
十
分 

●
場
所 

五
所
川
原
合
同
庁
舎
一
階
共
用
会
議
室 

※
参
加
ご
希
望
の
方
は
、
必
ず
左
記

ま
で
事
前
に
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。 

●
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先 

五
所
川
原
労
働
基
準
監
督
署
監
督
係 

☎
０
１
７
３
―
３
５
―
２
３
０
９ 

必ずチェック最低賃金！使用者も、労働者も 

青森県最低賃金改定のお知らせ 
１. 青森県最低賃金が改定されました。金額などは次のとおりです。 

時間額 ７６２円（平成３０年１０月４月から） 

２. 改定前の青森県最低賃金（７３８円）から２４円引き上げとなります。 

３. 青森県最低賃金は、青森県内で働く全ての労働者に適用されます。 

４. 製造業と小売業の一部には、特定（産業別）最低賃金が定められています。 

５. 青森労働局長の許可なく青森県最低賃金額以上の賃金を支払わなかった場合

は、最低賃金法違反となり、罰則規定（罰金額５０万円以下）が適用されるこ

とがあります。 

６. 詳しくは、青森労働局ホームページからもご覧になれます。 

（http://aomori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/） 

●問い合わせ先 青森労働局労働基準部賃金室 ☎０１７―７３４―４１１４ 
 



              

健康保険課 健康長寿班 

                           連絡先 (内線 131～136) 

☆町食生活改善推進員（みつば会）による調理実習のお知らせ♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★場 所：鶴遊館 調理室           ★対 象：どなたでも参加できます 

★持ち物：エプロン、三角巾、手ふきタオル   ※参加費は当日集めます 

 

☆風しん抗体検査・予防接種の助成について 

現在関東を中心に全国で風しんの患者が増加しています。妊娠中の女性が風しんに感染すると、眼や耳、

心臓に障害をもった赤ちゃんが生まれる可能性があります。鶴田町では風しんから妊婦さんとおなかの中の

赤ちゃんを守るため、風しん抗体検査と予防接種の助成をおこなっています。 

〈抗体検査、予防接種の流れ〉 

１．役場窓口またはお電話でお申し込みください。 

２．医療機関にて抗体検査を受けてください。 

３．抗体検査結果、領収書及び明細書、振込先通帳、印鑑を 

準備のうえ、役場窓口で費用助成の手続きをしてください。 

４．持参した検査結果により、抗体価を確認します。 

→抗体価が十分確認された場合：予防接種は不要です。 

→抗体価が低い場合：予防接種の助成対象です（５へ進む）。 

５．お渡しする予診票を持参のうえ、医療機関で予防接種を受けてください。 

※詳しくは 役場 健康保険課 健康長寿班 までお問い合わせください。 

 

「傾聴サロン」 で 

ほっこり、すっきりしませんか 

誰かに話を聴いてもらいたいとき、また誰かと話

をしてすっきりしたいときなどありませんか？ 

鶴田町傾聴ボランティア養成講座修了生による

「つるりんの会」が、あなたのお話をじっくりと聴

きます。お話した内容の秘密は厳守します。安心し

てお越しください。 

★日時：１２月３日（月）、１７日（月） 

   午後１時～３時  

★場所：鶴遊館 栄養指導室 

からだ すっきり! さっぱり! 

健康運動教室のお知らせ 
 

★開催日：１２月 ６日(木)、１０日(月)、 

１４日(金)、２１日(金) 

★場 所：鶴遊館 

★時 間：午前１０時～１１時 

 

＊申し込み不要です。 

＊運動できる服装でおいでください。 

お茶、お水、タオルなどをお持ちください。 

平成３０年 町の保健だより 

①パーティーメニューを作ってみよう 

★日時：１２月１０日(月)  午前９時３０分～ 

〈メニュー〉 

・キムパ～韓国風海苔巻き 

・かんたんサムゲタン 

・りんご白玉みつまめ 

 

★参加費：２００円 

★申込締切：１２月６日(木)まで 

②お正月料理 

★日時：１２月１６日(日) 午前９時３０分～ 

〈メニュー〉 

・作って簡単電子レンジでミートローフ 

・サーモンサラダなます 

・ビーンズ入り炒り鶏 

・チョコアイス入り大福 

★参加費；３００円 

★申込締切：１２月１４日(金)まで 

〈助成対象者〉 

・おおむね 20歳から 45 歳の妊娠を予定、 

または希望している女性とその夫 

・現在妊娠している女性の夫 

※夫は正式な婚姻関係にある方が対象です。 

 


